
春日井市肥満症対策事業 事業報告書【概要版】（令和６～７年度）
春日井市はノボノルディスクファーマ株式会社と肥満症対策を通じた
健康寿命延伸に向けた取り組みに関する包括連携協定を締結しています

01.現状／課題

現状
（１）メタボリックシンドローム該当者の推移

課題

肥満症に該当する可能性がある市民の中には、生活習慣の改善に至らないケースが一定数存
在している。その背景として、肥満症が「治療を要する疾患」であるという認識が十分に浸
透していないことや、医療機関へのアクセスに障壁があることが挙げられる。こうした状況
を踏まえると、早期に適切な医療へつなぐ仕組みの構築が喫緊の課題である。

目指す姿

本市では、メタボリックシンドローム該当者が増加傾向にあり、重大な健康課題の一つとな
っている。本市の推計では、BMI35以上の高度肥満に該当する市民が約 2,471人存在すると

見込まれている。高度肥満は、糖尿病・高血圧症・脂質異常症などの肥満関連疾患を合併す
るリスクが高く、ＱＯＬ(生活の質)の低下や医療費の増大を招くことから、早期の医療的介
入が重要である。

（２）特定健診/保健指導の状況

本市の特定健診受診率は約37％にとどまっており、県内においても低い水準にある。受診

率の向上には、市民の健康意識の醸成や受診行動を促進する取り組みが引き続き重要であ
る。また、特定保健指導の対象者に対し、利用勧奨を行っているものの、生活習慣の改善
や医療機関への受診といった具体的な行動変容に十分つながっていないのが現状である。
そのため、支援のあり方や働きかけの強化が求められる。

【参考】春日井市国民健康保険保健事業実施計画 (2024年度～2029年度)/心と体のかすがい健康計画 2035

【参考】春日井市国民健康保険保健事業実施計画 (2024年度～2029年度)/国民健康・栄養調査（2023年度）

02.スケジュール

肥満症を慢性疾患として位置づけ、市民の健康意識の向上と肥満症に関する正しい知識の普
及を図るとともに、支援を必要とする市民が適切な医療機関へ円滑につながる環境を整備す
る。あわせて、生活習慣の改善および医療機関への受診を通じた継続的な行動変容を促し、
肥満症に起因する生活習慣病の重症化予防を推進する。さらに、本事業を通じて得られた知
見を活かし、地域における持続可能な肥満症対策モデルの構築を目指す。

準備期間では体制構築および関係機関との調整を実施した。パイロット事業では受診勧奨モデル
実装の可能性を検証した。本事業ではパイロット事業の結果を踏まえ、対象者及び介入手法を拡
張し、医療機関との連携体制の強化を図った。あわせて、イベントなどを通じて、市民を対象と
した疾患啓発を実施し、肥満症に関する認知向上及び受診行動の促進を図った。

03.疾患啓発

市民を対象に、肥満症に関する正しい知識を普及するためのイベントや講演会を行った。ポスタ
ー掲示やイベント等を通じて肥満症の認知度向上を促進し、受診勧奨による行動変容につなげる
ための基盤づくりを行った。

◼ 世界肥満デー
啓発イベント（３月）

◼ 健康救急フェスティバル（９月）

◼ 疾患啓発のための
ポスターを作成

◼ ジチタイワークス掲載

◼ 全国Webセミナーで事業内容を情報発信

肥満症対策事業では、肥満症に関する疾患啓発から受診勧奨、専門医療機関への接続までの一連の
フローを試験的に構築・実施した。パイロット事業を通じて、保健・医療連携による受診導線構築
の実現可能性と、市民の受診行動変容につながる可能性が確認された。本報告書は、事業実施を通
じて得られた成果・課題・今後の展望を整理したものである。
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7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

パイロット事業実施（受診勧奨モデルの検証）
準備期間

（体制構築・対象者
抽出・通知設計）

本事業実施
（受診勧奨の拡充・医療機関との連携

体制強化）

疾患啓発

※パイロット事業と本事業で期間の重複あり

▲世界肥満デー啓発イベント開催

▲ジチタイワークスWebセミナー

▲日本肥満学会/
日本肥満症治療学会演題発表

▲春日井市健康救急フェスティバル

▲春日井市職員対象
肥満症講座開催

▲医師会合意

▲協定締結

年
度

月



・受診勧奨の方法（個別通知及び面談）、より効果的なアプローチ手法を確立
・BMI基準や母集団規模について、事業効果・医療体制を踏まえ段階的に検討
・医師会や地域医療機関との連携を継続し、紹介後フォローや情報共有を整理
・受診率や体重変化に加えた中長期評価指標を整理し、追跡体制を構築
・職域への事業展開を検討

04.主な成果および考察

パイロット事業
目的：健診後の保健指導から専門医療機関への接続、治療開始まで切れ目なくつながり、一連
の流れが「保健事業として機能するモデル」となることを実証し、本事業（拡大フェーズ）へ
展開可能であることをスモールスケールで検証することを目的とした。

本事業
パイロット事業で整理したフローを基盤とし、その知見を活かして以下3つの仕組みを用いて
受診勧奨を実施した。

・人間ドック等健診当日に保健指導にて受診勧奨を実施

・以下の②を満たさない場合も、肥満症の保健指導は実施

【受診勧奨の対象者】
春日井市総合保健医療センターでの人間ドック等健
診受診者のうち、以下の①②をいずれも満たす方。

①BMI≧35 ②医療機関未受診者

保健師/管理栄養士 市民
（健診等受診者）

受診

06.今後の展開

05.主な成果および考察04.事業スキーム

受診勧奨レター ▼パイロット事業 ▼本事業

✓ 受診勧奨にあたっては、対象者
が自身の状態を適切に認識し、
医療機関受診の必要性を理解で
きるよう、視覚的に分かりやす
いチラシを作成した。

✓ 肥満症を「疾患」として捉える
認識の醸成とともに、受診行動
への心理的ハードルの低減を意
識した構成としている。

パイロット事業の成果について

市の健診センター

上記の定量的・定性的な成果から、パイロット事業は肥満症対策として、「機能する仕組み」
の構築と検証に成功した。これは、健診・保健指導から治療までを切れ目なくスムーズにつな
ぐ肥満症対策モデルを日本で初めて実証した事例であり、これまで医療につながっていなかっ
た“自覚のない層”を医療へ接続できた点において、意義のある成果である。この結果から、
本事業（拡大フェーズ）へ展開可能かつ持続可能な肥満症対策モデルであることが確認された。

結果と考察

定性成果

受診意欲 受診希望の背景
（受診希望者・複数回答）

以前から減量したい
と思っていたから

今回受診を
すすめられたから 52%

79%
自分の体形が健康面で
問題と感じている

健康意識（全回答者）

アンケート結果（抜粋）

７名が専門医療機関受診

BMI≧35

104人に保健指導

かかりつけ医なし

44人に受診勧奨

• 全員が肥満症と診断

• ７名のうち６名が今後も受診
を継続したいと回答

パイロット事業では、肥満症に対する理解の促進と保健事業から医療への接続を目指した結果、
以下の観点で４つの有効性が確認された。

アンケート結果から、肥満症への認知度向上および受診行動変容につながる可能性が確認された。

定量成果

※７名には栄養指導、運動療法などを実施
※現在３名が肥満症薬物治療実施中

７人中４人の方が自身
が高度肥満の認識なし

52%

※本事業結果は準備でき次第、報告予定

※令和6年11月11日～令和7年11月10日までの
人間ドック等健診受診者対象

健診～保健指導～治療までをスムーズに接続できる仕組みを全国で初めてモデル実証

①市の健診センターで受診者への
保健指導時の勧奨

③かかりつけ医からの紹介②対象者全員への郵送での一括
勧奨(国保のみ)

かかりつけ医

春日井市

市民

受診勧奨
市から受診勧奨通
知を郵送

紹介・受診

かかりつけ医

肥満症専門
医療機関

受診勧奨

• ドック等健診当日に
保健指導にて受診
勧奨を実施

• 医療機関既受診者
に対しても肥満症の
保健指導等健診を
実施する

市の
健診センター

保健師/
管理栄養士

市民
（健診等受診者）

紹介・受診

①-③いずれかを満たす
患者を必要に応じて紹介

①BMI≧35
②BMI≧32 かつ以下の
うち2つ以上の
合併症を有する方
・糖尿病 (HbA1c≧8％)
・高血圧症
・脂質異常症
・閉塞性睡眠時無呼吸
症候群
・代謝性肝疾患 (MASH
を含む)

③BMI≧30で減量困難者

国保加入者で特
定健診受診者の
うち
• BMI≧35

受診

受診

市民 (患者)
人間ドック受診者
のうち
• BMI≧35

• 医療機関へ
の未受診者

既存保健事業への実装可能性への確認

健診や保健指導の仕組みの中で、
肥満症に特化した受診勧奨が実施可能
であることを確認

健診・保健指導から治療への接続
フローを構築し、一連の流れを実運用
で検証

フロー構築 連携課題の可視化

医療機関側の受け入れや紹介における
課題を把握し、地域連携の論点を明確化

受診時アンケートより、肥満症への理
解・関心の向上が示唆された

意識変容の確認

医療機関を
受診したい

肥満症専門
外来に
興味がある

受診勧奨対象者（かかりつけ医ない方）

既医療機関受診者

67%

60%

対象：アンケート回答者全員 上段対象：かかりつけ医がない方
（受診勧奨対象者）

下段対象：すでに医療機関を受診している方

対象：かかりつけ医がない方で「医療機関を受診し
たい」と回答した方の複数回答結果

保健指導
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